
　当社の会社情報の適時開示に関する社内体制は次の通りです。

　当社で発生した事実、決算に関する情報、子会社および関連会社等に関する情報等の開示が求められて

　いる会社情報については、各担当役員に取りまとめたものが、情報開示担当部署に提出され、内容の

　開示の必要性の有無等について、監査役会および関連各部との調整を経て、社長への報告と必要に

　応じて経営会議に報告・協議し、取締役会の決議を経た上で開示される様になっております。
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≪　適時開示体制の模式図　≫
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